
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

626円／日 750円／日 870円／日 1,014円／日 1,155円／日

 リハビリテーションマネジメント加算  330円／月

 上 の 額を算定し0 034 勠す 額

 

勱３ ４月勶

 1,712円／月

 3,615円／月

 運動器機能向上加算

 要支援１ 72円／月  要支援２ 144円／月

 225円／月

 18円／日

110円／日退院・退所または認定日から起算して３ヶ月以内

 (１) ６月以内の期間  1,120円／月
 (２) ６月を えた期間  800円／月           勱30 6月 り

 50円／日

 上 の 額を算定し0 034 勠す 額

 

 ○ 介護予防通所リハビリテーション

 要支援１

 入浴介助加算

 介護職員処遇改善加算Ⅱ

 食事代

 食事代

 要支援２

 サービス提供体制強化加算Ⅰ

 介護職員処遇改善加算Ⅰ

 
 大規模型通所リハビリテーション費(Ⅱ)

 サービス提供体制強化加算Ⅰ(イ)

 短期集中リハビリテーション実施加算

 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)

鶴田クリニック 通所リハビリテーション

      介護保険制 は、要介護認定 要介護の 間 て なります。
      以 は、 リ 通所リハビリテーション て サービス の自己負担額 す。
      ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービスは全額自己負担となります。

 ○ 通所リハビリテーション

介護


